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 附 則（令和８年５月22日東経営第000200000846号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年６月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 （メニュー５の10Gb/sの品目のプラン３－１の申込みに係る利用料金の割引） 

３ 当社は、メニュー５の10Gb/sの品目のプラン３－１に係るものについての申込みが

あり、当社がその申込みを承諾し、ＩＰ通信網契約者から申出があったときは、次の

とおり規定する「メニュー５の10Gb/sの品目のプラン３－１の申込みに係る利用料金

の割引」を適用します。 

⑴ 定義等 

ア 「メニュー５の10Gb/sの品目のプラン３－１の申込みに係る利用料金の割引」と

は、メニュー５の10Gb/sの品目のプラン３－１のもの（以下この項において「割引

対象サービス」といいます。）の申込みにより、本項のイに規定する期間（以下こ

の項において「割引対象期間」といいます。）におけるその割引対象サービスに係

る利用料金（料金表第１表第１類第１（臨時ＩＰ通信網契約以外の契約に関するも

の）２（料金額）の２－５（メニュー５に関する利用料金）に規定する利用料のう

ち基本料に係る部分に限ります。以下この項において同じとします。）について、

次表に規定する割引額（以下この項において「メニュー５の申込みに係る割引額」

といいます。）を減額して適用することをいいます。 

 １契約者回線ごとに月額 

  
割引対象サービス 

メニュー５の10Gb/sの品目のプラ

ン３－１の申込みに係る割引額 

 

  10Gb/sの品目のプラン３－１に係るもの 700円（税込価格770円）  

 イ 割引対象期間は、当社がその割引対象サービスの提供を開始する日から、その日

を含む料金月の翌料金月の初日から起算して、11か月後の料金月の末日までとしま

す。 

  ただし、この割引対象期間内において、メニュー５に係るＩＰ通信網契約にこの

附則第３項以外の規定により別の利用料金の割引が適用される場合は、この割引対

象期間からその別の利用料金の割引が適用される期間を除いた残余の期間にこのメ

ニュー５の申込みに係る利用料金の割引を適用します。 

ウ 割引対象期間には、ＩＰ通信網サービスの利用の一時中断又は利用停止があった

期間を含むものとします。 

エ ＩＰ通信網契約者は、当社がその割引対象サービスの提供を開始する日までに、

アに規定する利用料金の割引に係る申出を行っていただきます。 

オ この割引の適用を受けるＩＰ通信網契約に係る契約者回線は、令和９年３月31日
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までに当社がその提供を開始したものに限ります。 

 ⑵ 承諾 

当社は、割引対象サービスに係るＩＰ通信網契約者からこの利用料金の割引に係

る申出があったときは、その申出のあったＩＰ通信網契約が次の各号に該当するも

のである場合に限り、これを承諾します。 

ア 令和８年６月１日から令和８年９月30日までの間に申込みがあったもの 

イ 料金表第１表第１類第１の１⑼に規定する学校に限定した割引の適用を受けない

もの 

ウ 過去においてこの利用料金の割引の適用を受けていないもの 

 ⑶ 割引の適用 

ア 当社は、その契約者回線について、割引対象期間内に割引対象サービス以外の品

目等への変更があった場合は、その変更があった日以降の期間についてはこの割引

額の減額を適用しません。 

イ アの規定によりこの割引の適用を受けなくなった契約者回線について、割引対象

サービスへの品目等の変更の申出があった場合は、割引対象期間内に限りこの割引

額の減額の適用を受けることができます。この場合において、⑴の規定における利

用料金の減額はその変更があった日から適用するものとし、その契約者回線に係る

割引対象期間については、その変更があった日以降の期間を含むものとします。  

ウ 当社は、割引額は利用日数に応じて日割した額を適用します。 

エ 当社は、割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合

は、料金表通則５（端数処理）の規定にかかわらず、その端数を切り上げます。 

 （メニュー５の10Gb/sの品目のプラン６の申込みに係る利用料金の割引） 

４ 当社は、メニュー５の10Gb/sの品目のプラン６に係るものについての申込みがあ

り、当社がその申込みを承諾し、ＩＰ通信網契約者から申出があったときは、次のと

おり規定する「メニュー５の10Gb/sの品目のプラン６の申込みに係る利用料金の割

引」を適用します。 

⑴ 定義等 

ア 「メニュー５の10Gb/sの品目のプラン６の申込みに係る利用料金の割引」とは、

メニュー５の10Gb/sの品目のプラン６のもの（以下この項において「割引対象サー

ビス」といいます。）の申込みにより、本項のイに規定する期間（以下この項にお

いて「割引対象期間」といいます。）におけるその割引対象サービスに係る利用料

金（料金表第１表第１類第１（臨時ＩＰ通信網契約以外の契約に関するもの）２

（料金額）の２－５（メニュー５に関する利用料金）に規定する利用料のうち基本

料に係る部分に限ります。以下この項において同じとします。）について、次表に

規定する割引額（以下この項において「メニュー５の申込みに係る割引額」といい

ます。）を減額して適用することをいいます。 
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 １契約者回線ごとに月額  

  
割引対象サービス 

メニュー５の10Gb/sの品目のプラン

６の申込みに係る割引額 

 

  10Gb/sの品目のプラン６に係る

もの 

10,350円（税込価格11,385円）  

 イ 割引対象期間は、当社がその割引対象サービスの提供を開始する日から、その日

を含む料金月の翌料金月の初日から起算して、２か月後の料金月の末日までとしま

す。 

  ただし、この割引対象期間内において、メニュー５に係るＩＰ通信網契約にこの

附則第４項以外の規定により別の利用料金の割引が適用される場合は、この割引対

象期間からその別の利用料金の割引が適用される期間を除いた残余の期間にこのメ

ニュー５の申込みに係る利用料金の割引を適用します。 

ウ 割引対象期間には、ＩＰ通信網サービスの利用の一時中断又は利用停止があった

期間を含むものとします。 

エ ＩＰ通信網契約者は、当社がその割引対象サービスの提供を開始する日までに、

アに規定する利用料金の割引に係る申出を行っていただきます。 

オ この割引の適用を受けるＩＰ通信網契約に係る契約者回線は、令和９年６月30日

までに当社がその提供を開始したものに限ります。 

 ⑵ 承諾 

当社は、割引対象サービスに係るＩＰ通信網契約者からこの利用料金の割引に係

る申出があったときは、その申出のあったＩＰ通信網契約が次の各号に該当するも

のである場合に限り、これを承諾します。 

ア 令和８年６月１日から令和８年12月31日までの間に申込みがあったもの 

イ 料金表第１表第１類第１の１⑼に規定する学校に限定した割引の適用を受けない

もの 

ウ 過去においてこの利用料金の割引の適用を受けていないもの 

 ⑶ 割引の適用 

ア 当社は、割引額は利用日数に応じて日割した額を適用します。 

イ 当社は、割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合

は、料金表通則５（端数処理）の規定にかかわらず、その端数を切り上げます。 

 ５ 当社は、限定された期間内に申し込まれたＩＰ通信網契約に限り適用する割引であ

って当社が別に定めるものの適用を受けた者が、そのメニュー５に係るＩＰ通信網契

約の解除があった日から起算して１年未満の間に、この附則第３項及び第４項に規定

する利用料金の割引に係る申出を行ったと当社が認める場合（その申込みに係る契約

者回線の終端の場所がその解除に係る契約者回線の終端の場所と同一となる場合とし

ます。）は、この附則第３項及び第４項の規定を適用しません。 
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 （加入電話等契約からの移行に伴うメニュー５の申込みに係る利用料金の割引） 

６ 当社は、メニュー５に係るIＰ通信網契約の申込者から申出があったときは、次のと

おり規定する「加入電話等契約からの移行に伴うメニュー５の申込みに係る利用料金

の割引」を適用します。 

⑴ 定義等 

ア 「加入電話等契約からの移行に伴うメニュー５の申込みに係る利用料金の割引」

とは、この⑴のイに規定する電気通信サービスを契約している者から、次表に規定

する割引対象サービス（以下この項において「割引対象サービス」といいます。）

の申込みにより、本項のウに規定する期間（以下この項において「割引対象期間」

といいます。）におけるその割引対象サービスに係る利用料金について、料金表第

１表第１類第１（臨時ＩＰ通信網契約以外の契約に関するもの）２（料金額）の２

－５（メニュー５に関する利用料金）に規定する利用料（基本料に係る部分に限り

ます。以下この項において同じとします。）の額に代えて、次表に規定する額（以

下この項において「割引後適用額」といいます。）を適用することをいいます。 

 １契約者回線ごとに月額  

  
割引対象サービス 

割引後適用額 

（基本料） 

 

  メニュー５－１の100Mb/s、200Mb/s又は１Gb/sの 

プラン３―１に係るもの 

０円  

  メニュー５－２の100Mb/s、200Mb/s又は１Gb/sのもの ０円  

  メニュー５－１の10Gb/sのプラン３―１に係るもの 900円 

（税込価格 990円） 

 

  メニュー５―２の10Gb/sのもの 900円 

（税込価格 990円） 

 

 イ この利用料金の割引の適用を申し出ることができる者は、次の各号のいずれか

に該当する電気通信サービスに係る契約者とします。 

(ア) 電話サービス契約約款における加入電話契約又は総合ディジタル通信サービ

ス契約約款における第１種契約若しくは第２種契約（以下この附則において

「加入電話等契約」といいます。）に係る契約者であって、その加入電話等契

約の解除の通知又は利用休止の請求を行った者 

(イ) 現に利用休止中の加入電話等契約に係る契約者（（ア）の請求をしていない

者に限ります。） 

(ウ) 特定地域向け音声利用IＰ通信網サービス契約約款に規定する光回線電話契約

者（令和７年10月1日から令和８年２月28日までの間に加入電話等契約を解除若

しくは利用休止した者又は利用休止中だった者に限ります。）であって、その

光回線電話契約の解除の通知を行った者 

 ウ 割引対象期間は、当社がその割引対象サービスの提供を開始する日から、その

日を含む料金月の翌料金月の初日から起算して、２か月後の料金月の末日までと
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します。 

エ 割引対象期間には、ＩＰ通信網サービスの利用の一時中断又は利用停止があっ

た期間を含むものとします。 

オ この割引の適用を受けるＩＰ通信網契約に係る契約者回線は、令和９年３月31日

までに当社がその提供を開始したものに限ります。 

 ⑵ 承諾 

当社は、割引対象サービスに係るＩＰ通信網契約の申込みを行う者からこの利用

料金の割引に係る申出があったときは、その申出のあったＩＰ通信網契約が次の各

号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。 

ア 令和８年６月１日から令和８年９月30日までの間に申込みがあったものであっ

て、同時に音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款における第２種契約の申込みを

行ったもの 

イ 過去において、この加入電話等契約からの移行に伴うメニュー５の申込みに係る

利用料金の割引の適用を受けていないもの 

 ⑶ 割引の適用 

ア 当社は、その契約者回線について、割引対象期間内に割引対象サービス以外の

品目等への変更があった場合は、その変更があった日以降の期間についてはこの

割引額の減額を適用しません。 

イ アの規定によりこの割引の適用を受けなくなった契約者回線について、割引対象

サービスへの品目等の変更の申出があった場合は、割引対象期間内に限りこの割引

額の減額の適用を受けることができます。この場合において、⑴の規定における利

用料金の減額はその変更があった日から適用するものとし、その契約者回線に係る

割引対象期間については、その変更があった日以降の期間を含むものとします。 

ウ 当社は、この割引対象期間について、この附則第３項に規定するメニュー５の

申込みに係る利用料金の割引が適用される割引対象期間と重なる期間について

は、この加入電話等契約からの移行に伴うメニュー５の申込みに係る利用料金の

割引のみを適用します。 

エ 当社は、割引額は利用日数に応じて日割した額を適用します。 

オ 当社は、割引額の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合

は、料金表通則５（端数処理）の規定にかかわらず、その端数を切り上げます。 

 （メッシュＷｉ－Ｆｉ機能付回線接続装置に係る機器利用料の割引） 

７ 令和８年６月１日から令和８年９月30日までの間にＩＰ通信網契約者からメッシュ

Ｗｉ－Ｆｉ機能付回線接続装置（ギガスマートＷｉ－Ｆｉ）の利用の請求があり、当

社がその請求を承諾した場合であって、令和９年３月31日までに当社がその回線接続

装置の提供を開始した場合は、その回線接続装置の提供を開始した日から起算して２

か月間の機器利用料について、料金表第１表第１類第１の２－５―２（加算額）⑸に

規定する額に代えて０円を適用します。 

８ 当社は、この附則第７項に規定する機器利用料の割引の適用を受けたＩＰ通信網契

約について、令和８年６月１日から令和８年９月30日までの間にメッシュＷｉ－Ｆｉ

機能付回線接続装置の廃止を行った者が、メッシュＷｉ－Ｆｉ機能付回線接続装置の
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利用の請求を行ったと当社が認める場合は、その機器利用料について、この附則第５

項の規定を適用しません。 

 （メニュー５の設置に係る工事費の割引） 

９ 当社は、次のいずれかに該当するメニュー５－１又はメニュー５－２のⅡ－１型に

係るＩＰ通信網契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合（当社が別に定

める場合を除きます。）は、その契約者回線の設置に係る基本工事費（基本額の部分に

限ります。）、交換機等工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費（配線設備多重装置

に係るものに限ります。）について、料金表第２表第２の２－５に規定する額に代えて、

それぞれ０円を適用します。 

ア 令和８年６月１日から令和８年９月30日までの間に、総合ディジタル通信サービス

契約約款における第１種契約者又は第２種契約者から、その第１種契約又は第２種契

約の利用休止又は解除の通知と同時に行われる申込み（そのＩＰ通信網契約者（その

ＩＰ通信網契約が光コラボレーションモデルに係るものである場合はそのＩＰ通信

網契約者が指定する者とします。）とその利用休止又は解除の通知があった総合ディ

ジタル通信サービス契約約款における第１種契約者又は第２種契約者が同一の者で

ある場合に限ります。）であって、令和９年９月30日までに当社がその契約者回線の

設置の工事を行ったもの。 

イ 令和８年６月１日から令和８年９月30日までの間に、音声利用ＩＰ通信網サービス

契約約款における第１種サービスの契約者から、その第１種契約の解除の通知と同時

に行われる申込み（10Gb/sの品目に係るもの（プラン６に係るものを除きます。）で

あって、そのＩＰ通信網契約者（そのＩＰ通信網契約が光コラボレーションモデルに

係るものである場合はそのＩＰ通信網契約者が指定する者とします。）とその解除の

通知があった音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款における第１種サービスの契約

者が同一の者である場合に限ります。）があり、当社がその申込みを承諾した場合で

あって、令和９年３月31日までに当社がその契約者回線（その終端の場所がその解除

に係る契約者回線の終端の場所と同一となる場合に限ります。）の設置の工事を行っ

たもの。 

ウ 令和８年６月１日から令和８年９月30日までの間に、当社が別に定める者から行わ

れる申込み（そのＩＰ通信網契約者（そのＩＰ通信網契約が光コラボレーションモデ

ルに係るものである場合はそのＩＰ通信網契約者が指定する者とします。）とその申

出のあった当社が別に定める者が同一の者である場合に限ります。）であって、令和

９年３月31日までに当社がその契約者回線の設置の工事を行ったもの。 

 10 この附則第９項に規定するメニュー５の設置に係る工事費の割引は、１の解除又は

利用休止する電気通信サービスに係る契約に対して１のメニュー５に係るＩＰ通信網

契約について適用します。 

 11 当社は、この附則第９項に規定するメニュー５の設置に係る工事費の割引の適用の

申出があった場合には、当社が別に定める割引を適用しません。 



新旧対照 

旧 新 
 

 

 

 12 この附則第９項の適用を受けたＩＰ通信網契約について、次の場合には、料金表第２

表第２の２－５に規定する額を一括して当社が定める期日までに支払っていただきま

す。 

ア 現に利用している総合ディジタル通信サービス契約約款における第１種契約又は

第２種契約の利用休止又は解除の通知を取消したとき。 

イ 現に利用している音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款における第１種契約の解

除の通知を取消したとき。 

 （メニュー５の品目等の変更に係る工事費の割引） 

13 当社は、令和８年６月１日から令和８年９月30日までの間に、次のいずれかに該当す

る品目等の変更（契約者回線の移転を伴うものを除きます。）の請求があり、当社がそ

の請求を承諾した場合であって、令和９年３月31日までにその変更の工事を行ったと

きは、基本工事費（基本額の部分に限ります。）、交換機等工事費及び回線終端装置工事

費について、料金表第２表第２の２－５に規定する額に代えて、それぞれ０円を適用し

ます。 

ア メニュー５－１又はメニュー５－２（契約者回線の態様による細目がグレード１－

１のものに限ります。）に係るＩＰ通信網契約における10Gb/sの品目以外のものから

10Gb/sの品目のもの（プラン６に係るものを除きます。）への品目等の変更 

イ メニュー５－２に係るＩＰ通信網契約における契約者回線の態様による細目がグ

レード１－２又はグレード２のものからグレード１－１のもの又はメニュー５－１

のもの（プラン６に係るものを除きます。）への品目等の変更 

 （加入電話等からの移行に伴うメニュー５の設置に係る工事費等の割引） 

14 当社は、令和８年６月１日から令和８年９月30日までの間に、この附則第６項に規定

する加入電話等契約からの移行に伴うメニュー５の申込みに係る利用料金の割引が適

用されるメニュー５に係るＩＰ通信網契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾

した場合は、そのIＰ通信網契約に係る契約料については料金表第１表第２類の２に規

定する額に代えて、その契約者回線の設置に係る基本工事費(基本額の部分に限りま

す。）、交換機等工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費（配線設備多重装置に係る

ものに限ります。）については料金表第２表第２の２－５に規定する額に代えて、それ

ぞれ０円を適用します。 

ただし、契約者回線の設置場所において当社による工事を行う必要がないと当社が判

断した場合にもかかわらず、ＩＰ通信網契約の申込者からその場所における当社によ

る工事の請求があったときの工事費の適用については、この限りでありません。 

 （その他） 

15 この附則第９項、第13項及び第14項に定める場合において、ＩＰ通信網契約者から料

金表第２表第１⑹に定める割増工事費が適用される工事の請求があったときは、その

割増工事費として加算して適用される額はＩＰ通信網契約者に負担していただきます。 



音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款の一部改正 

新旧対照 

旧 新 
 

 附 則（令和８年５月22日東経営第000200000846号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年６月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 （加入電話等からの移行に伴う第１種契約及び第２種契約に係る工事費等の割引） 

３ 当社は、令和８年６月１日から令和８年９月30日までの間に、次の各号のいずれか

に該当する電気通信サービスに係る契約者から第１種契約若しくは第２種契約の申込

み又は細目の変更、付加機能の利用の開始若しくは変更の請求があり、当社がその申

込みを承諾し、第１種契約者又は第２種契約者から申出があった場合であって、令和

９年３月31日までに当社が音声利用ＩＰ通信網サービス又は付加機能を提供開始した

ときは、その第１種契約に係る契約料については料金表第１表第３類の２に規定する

額に代えて、その第１種サービスの契約者回線の設置、第２種サービスの利用の開

始、第１種サービス若しくは第２種サービスの細目の変更又は付加機能の利用の開始

若しくは変更に係る基本工事費(基本額の部分に限ります。）、交換機等工事費（付加機

能に係る交換機等工事費については移行前の電気通信サービスにおいて利用していた

付加機能と同等の付加機能を利用する場合に限ります。）、回線終端装置工事費、機器

工事費（配線設備多重装置に係るものに限ります。）及び変更前の電気通信番号と同一

の契約者回線番号となる場合の工事費については料金表第２表第１の１⑸及び第２表

第１の２－１に規定する額に代えて、それぞれ０円を適用します。 

 ただし、契約者回線の設置場所において当社による工事を行う必要がないと当社が

判断した場合にもかかわらず、第１種契約又は第２種契約の申込者からその場所にお

ける当社による工事の請求があったときの工事費の適用については、この限りであり

ません。 

 ⑴ 電話サービス契約約款における１の加入電話契約又は総合ディジタル通信サービ

ス契約約款における１の第１種契約若しくは第２種契約（以下この附則において「加

入電話等契約」といいます。）に係る契約者であって、その加入電話等契約の解除の

通知又は利用休止の請求を行った者 

⑵ 現に利用休止中の加入電話等契約に係る契約者 

⑶ 特定地域向け音声利用IＰ通信網サービス契約約款に規定する光回線電話契約者

（令和７年10月1日から令和８年２月28日までの間に加入電話等契約を解除若しく

は利用休止した者又は利用休止中だった者に限ります。）であって、その光回線電話

契約の解除の通知を行った者 

４ この附則第３項の規定を適用する回数については、１の解除若しくは利用休止する

電気通信サービス又は１の利用休止中の電気通信サービスに係る契約に対して１の第

１種契約又は第２種契約について１とします。 



新旧対照 

旧 新 
 

 

 

 （第１種契約の品目等の変更に係る工事費の割引） 

５ 当社は、令和８年６月１日から令和８年９月30日までの間に、第１種契約について、

契約者回線の態様による細目がグレード２のものからグレード２以外のものへの品目

等の変更の請求があり、令和９年３月31日までにその変更の工事（契約者回線の移転

の工事を伴わないものに限ります。）を行ったときは、その品目等の変更に係る基本工

事費（基本額の部分に限ります。）、交換機等工事費及び回線終端装置工事費について、

料金表第２表第１の２－１に規定する額に代えて、それぞれ０円を適用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第２種契約における利用回線の品目等の変更に係る工事費の割引） 

６ 当社は、令和８年６月１日から令和８年９月30日までの間に、第２種サービスにお

ける利用回線（ＩＰ通信網サービス契約約款に規定するメニュー５－２のものに限り

ます。）について、契約者回線の態様による細目がグレード１－２又はグレード２のも

のからグレード１－１のもの又はメニュー５－１のもの（プラン６に係るものを除き

ます。）への品目等の変更の請求があり、令和９年３月31日までにその移転又は品目等

の変更の工事を行ったときは、その工事に伴う第２種契約に係る交換機等工事費（付

加機能に係るものを除きます。）について、料金表第２表第２の２－１に規定する額に

代えて、０円を適用します。この場合において、第２種サービスに係る基本機能又は上

限チャネル数の態様による区別の変更を伴うときは、メニュー１－１のものからメニ

ュー１－２のものへの品目等の変更に限り、この工事費の割引を適用します。 

 （その他） 

７ この附則第３項、第５項及び第６項に定める場合において、第１種契約者又は第２

種契約者から料金表第２表第１⑹に定める割増工事費が適用される工事の請求があっ

たときは、その割増工事費として加算して適用される額は第１種契約者又は第２種契

約者に負担していただきます。 



端末設備貸出サービスに係る利用規約の一部改正 

新旧対照 

旧 新 
 

 

 

 附 則（令和８年５月22日東経営第000200000846号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年６月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 （加入電話等からの移行に伴う第１種契約及び第２種契約に係る工事費等の割引） 

３ 当社は、令和８年６月１日から令和８年９月30日までの間に、次の各号のいずれかに該

当する電気通信サービスに係る契約者から１の第１種契約若しくは第２種契約の申込み

又は細目の変更、付加機能の利用の開始若しくは変更の請求があり、当社がその申込みを

承諾し、第１種契約者又は第２種契約者から申出があった場合であって、令和９年３月31

日までに当社がその音声利用ＩＰ通信網サービス又は付加機能を提供開始したときは、端

末設備の設置及び変更に関する基本工事費(基本額の部分に限ります。）及び機器工事費

（第２種サービスのメニュー２及びメニュー３に係るもの（料金表第１表の２－２(4)に

規定するものを除きます）に限ります。）について、料金表第２表の２に規定する額に代え

て、それぞれ０円を適用します。 

 ただし、端末設備の設置場所において当社による工事を行う必要がないと当社が判断し

た場合にもかかわらず、第１種契約者又は第２種契約の申込者からその場所における当社

による工事の請求があったときは、この限りでありません。 

 ⑴ 電話サービス契約約款における１の加入電話等契約又は総合ディジタル通信サービス

契約約款における１の第１種契約若しくは第２種契約（以下この附則において「加入電

話等契約」といいます。）に係る契約者であって、その加入電話等契約の解除の通知又は

利用休止の請求を行った者 

⑵ 現に利用休止中の加入電話等契約に係る契約者 

⑶ 特定地域向け音声利用IＰ通信網サービス契約約款に規定する光回線電話契約者（令和

７年10月1日から令和８年２月28日までの間に加入電話等契約を解除若しくは利用休止

した者又は利用休止中だった者に限ります。）であって、その光回線電話契約の解除の

通知を行った者 

 

 

（その他） 

４ この附則第３項の規定を適用する回数については、１の解除若しくは利用休止する電気

通信サービス又は１の利用休止中の電気通信サービスに係る契約に対して１の第１種契

約又は第２種契約について１とします。 

５ この附則第３項に定める場合において、第１種契約者及び第２種契約者から料金表第２

表１⑹に定める割増工事費が適用される工事の請求があったときは、その割増工事費とし

て加算して適用される額は第１種契約者又は第２種契約者に負担していただきます。 
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